
は
、

郡
役
所
へ

行
く
の

に

二

日
も
か
か
る
と
述
べ

て
い

る
。

そ
の

後
の

経
緯
は
不
詳
だ
が
、

翌
一

八
七
九
年
七
月
七
日
、

つ

い

に
こ

の

要
求
は
実
現

し
、

川
和
村
へ

の

移
転
が
公
布
さ
れ
た
の
で

あ
っ

た
（
県
達
甲
第
百
二

十
一

号
）。

ま
た
、

足
柄
上
郡
役
所
は
関
本
村
と
定
め
ら
れ
た
が
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
八
月
四
日
、

松
田
総
領
へ

移
す
旨
公
布
さ
れ
た
（
県
達
甲
第
百

三
十
四
号

）。
関
本
村
は
郡
内
の

西
南
に

「
僻
在
」
し
、

施
政
上
に

不
便
が
あ
っ

た
と
い

わ
れ
る（『
神
奈
川
県
史
料

』
政
治
部
、

県
治
〈
復
刻
版
、

第
二
巻
、

十
一

ペ

ー
ジ

）。
そ
れ
が
民
衆
の

運
動
に
つ

き
動
か
さ
れ
た
も
の

か
ど
う
か
は
定
か
で

な
い
。

と
こ

ろ
で
、

都
筑
郡
の

場
合
は
、

川
井
村
が
県
庁
に

近
く
、

県
庁
に

と
っ

て

便
利
で

あ
っ

た
か
ら
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

東
海
道
筋
の

場
合
も
同
様

で
、

住
民
の

便
利
よ
り
も
県
庁
の

便
利
が
優
先
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

こ

れ
は
そ
も
そ
も
、

つ

ぎ
に

み
る
よ
う
な
郡
役
所
の

性
格
に
由
来
し
て
い

た
。

郡
役
所
の

職
務
内
容

新
設
の

郡
役
所
（
区
役
所

）
の

機
能
は
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
十
二
月
一

日
よ

り
動
き
始
め
た
（
同
年
十
一

月
二

十
六

日
県
達
甲
第
百
五
十
六
号
）。

三
新
法
体
制
に
お
け
る
地
方
行
政
官
（
戸
長
を
含
む

）
の

機
構
・

職
務
は
、

同
月
七
月
二
十
五
日
の

太
政
官
達
「
府
県
官
職
制
」
で

定
め

ら
れ
て

い

る
。

こ

れ
に

よ
る
と
、

郡
長
（
区
長

）
は
そ
の

県
内
に

本
籍
を
有
す
る
者
か
ら
県
令
が
任
命
し
、

郡
長
の

下
に

置
か
れ
る
郡
書
記
（
定
員
な
し

）
も

郡
長
の

具
状
に

よ
り
県
令
が
任
命
し
月
給
は
と

も
に

地
方
税
支
弁
で

あ
っ

た
。

郡
長
の

職
務
内
容
は
、

「
事
ヲ

府
知
事
県
令
ニ

受
ケ
法
律
命
令
ヲ

郡

内
ニ

施
行
シ
一

郡
ノ

事
務
ヲ

総
理
ス

」
る
こ

と
を
基
本
と
し
、

法
律
・

命
令
・

規
則
に
よ
る
委
任
事
項
、

県
令
か
ら
指
示
さ
れ
た
分
任
事
項
を
専
決

処
分
す
る
こ

と
も
あ
っ

た
。

ま
た
郡
長
は
、

「
町
村
戸
長
ヲ

監
督
ス

」
と
い

う
職
務
を
も
っ

て
い

た
。

こ

う
し
て

み
る
と
、

郡
長
・

郡
役
所
は
、

ま

さ
に

県
会
・

県
庁
の

出
先
機
関
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
と
い

え
よ
う
。

郡
長
が
専
決
処
分
し
、

の

ち
に

県
令
に

報
告
す
べ

き
事
項
（
十
項
目

）
を
み
る
と
、

第
一

に

「
徴
税
并
地
方
税
徴
収
及
不
納
者
処
分
ノ

事
」、
第
二

に

「
徴
兵
取
調
ノ

事
」
と
さ
れ
、

政
府
に
と
っ

て

緊
要
な
事
柄
が
ま
ず
あ
り
、

以
下
、

身
代
限
財
産
処
分
の

事
、

逃
亡
・

死
亡
絶
家
の

財
産
処
分
の
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事
、

官
有
地
の

倒
木
・

枯
木
を
売
却
す
る
事
、

電
線
・

道
路
・

田
畑
水
利
に

障
害
あ
る
官
用
樹
林
を
伐
採
す
る
事
、

河
岸
地
借
地
検
査
の

事
、

職
遊

猟
願
・

威
銃
願
の

事
、

印
紙
・

罫
紙
売
捌
願
の

事
、

小
学
校
資
本
金
の

事
が
あ
げ
ら
れ
て

い

る
。

そ
し
て
、

こ

の

末
尾
に
は
、

「
右
ノ

外
府
知
事
県

令
ヨ

リ
特
ニ

委
任
ス

ル

条
件
」
と
付
記
が
あ
っ

た
。

神
奈
川
県
令
が
、

こ

れ
に

基
づ
い

て
、

郡
区
長
委
任
事
務
に

関
す
る

件
を

布
達
し
た
の

は
、

翌
七
九
年
二

月
四
日
の

県
達
甲
第
一

号
で

あ
る
。

そ
こ

で

は
、

四
十
九
項
目
が
掲
示
さ
れ
て
い

る
。

そ

れ

ら
は
「
改
宗
改
式
改
壇
届
ノ

事
」、
「
人
民
ヨ

リ
他
府
県
へ

出
願
ノ

節
添
翰
ノ

事
」、

「
改
名
復
姓
願
ノ

事
」、
「
士
族
ノ

転
居
寄
留
届
ノ

事
」、
「
諸
船
舶
検
査
ノ

事
」、
「
酒
類
営
業
願

ノ

事
」、
「
煙
草
営
業
願
ノ

事
」、
「
諸
興
行
出
稼
等
ノ

為
社
寺
官
有
ノ

境
内
拝
借
願
ノ

事
」、
「
河

海
漁
業
鑑
札
付
与
ノ

事
」、
「
小
学
校
舎
修
繕
願
ノ

事
」、
「
種
痘
術
開
業
願
ノ

事
」
等
々

で
、

地
方
民
衆
の

生
活
や
営
業
に

関
す
る
こ

と
が
多
く
、

そ
の

中
心
が
届
出
・

許
認
可
事
項
に

あ
る

こ

と
は
容
易
に

察
せ
ら
れ
よ
う
。

人
民
支
配
の

前
線
機
関
と
し
て
の

本
質
を
示
す
も
の

と
い

え

る
。

郡
役
所
内
の

機
構
に
つ

い

て

み
よ
う
。

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
の

「
足
柄
上
郡
役
所
各

掛
事
務
仮
章
程
」（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
六
六

）
に
よ
れ
ば
、

同
郡
役
所
は
、

庶
務
掛
（
常
務

・

勧
業
・

社
寺
・

戸
籍
・

学
務
・

衛
生
）、
租
税
掛
（
国
税
・

地
方
税
・

土
木
）、

出
納
掛
の

三
掛
に

分

か
れ
て
い

た
。

そ
こ

に

掲
げ
ら
れ
て
い

る
職
務
内
容
は
、

出
納
掛
を
除
く
と
、

前
出
の

府
県
官

職
制
や
県
令
の

委
任
事
項
と

ほ

ぼ
一

致
す
る
。

し
か
し
庶
務
掛
に
は
、

「
民
費
ヲ

調
査
ス

ル

コ

ト

」、
「
戸
長
筆
生
等
ノ

職
務
ニ

関
ス

ル

諸
事
ノ

事
」、
「
戸
長
及
議
員
撰
挙
事
務
ノ

事
」、
「
暦
史

郡区役所設置に関する布達　 県史編集室蔵
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ヲ

編
輯
叙
記
ス

ル

事
」、
「
農
事
通
信
ノ

事
」、
「
郡
長
ヨ

リ
号
付
ヲ

以
テ
各
村
戸
長
及
人
民
へ

達
ス

ル

諸
書
ヲ

各
掛
へ

回
覧
ニ

供
ス

ル

事
」
な
ど
の

事

項
も
あ
り
、

全
体
と
し
て
か
な
り
詳
細
な
規
程
と
な
っ

て
い

る
。

初
期
の
郡
区
長

第
八
表
に

み
え
る
よ
う
に
、

初
代
郡
区
長
に
は
県
五
等
属
や
旧
大
区
長
か
ら
の

転
任
が
多
い
。

一

八
七
九
年
十
二

月
に

任
命
さ

れ
た
横
浜
の

山
田
雪
助
区
長
を
含
め
る
と
県
五
等
属
か
ら
の

転
任
は
五
名
で

あ
る
。

い

ず
れ
も
士
族
で
、

郡
区
長
に

任
命
さ
れ

た
と
き
本
籍
を
神
奈
川
県
内
に

移
し
て
は
い

る
が
、

松
尾
橘
樹
郡
長
は
埼
玉
、

稲
垣
高
座
郡
長
は
静
岡
、

内
山
足
柄
下
郡
長
と
山
田
横
浜
区
長
は
山

口
、

中
山
愛
甲
郡
長
は
東
京
が
元
来
の

本
籍
で

あ
っ

た
。

他
の

十
名
の

郡
長
は
三
人
の

旧
大
区
長
を
含
め
、

す
べ

て

が
平
民
で

あ
る
。

こ

の

う
ち
中

溝
都
筑
郡
長
を
除
く
九
名
は
そ
の

郡
内
出
身
で

あ
っ

て
、

大
小
区
制
下
の

正
副
戸
長
な
ど
を
勤
め
る
な
か
で
、

行
政
手
腕
が
認
め
ら
れ
て

上
位
の

役

職
に

就
く
よ
う
に
な
っ

た
人
び
と
で
、

住
民
の

信
頼
も
厚
か
っ

た
。

な
お
、

中
溝
郡
長
は
南
多
摩
郡
大
蔵
村
の

出
身
で
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年

六
月
二
十
八
日
に
は
南
多
摩
郡
長
に

任
ぜ
ら
れ
て
い

る
。

年
齢
も
、

わ
か
っ

て
い

る
も
の

だ
け
を
あ
げ
る
と
（
数
え
歳
）、

松
尾
が
三
十
三
歳
、

内
山

が
四
十
歳
、

稲
垣
と
山
口
が
二

十
九
歳
、

中
村
が
三
十
一

歳
、

中
山
が
三
十
二

歳
と
、

三
十
歳
前
後
も
の

が
少
な
く
な
か
っ

た
（『
神
奈
川
県
史
料
』
付

録
部
、

官
員
履
歴
弐
第
八
巻
）。

理
由
は
定
か
で

な
い

が
、

県
令
野
村
靖
は
、

三
名
の

県
会
議
員
を
任
期
中
に

居
村
の

郡
長
に

任
命
し
て

い

る
。

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
十
月

二
十
二
日
付
で

任
命
さ
れ
た
愛
甲
郡
長
中
丸
稲
八
郎
、

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
六
月
十
日
付
で

任
命
さ
れ
た
津
久
井
郡
長
吉
野
十
郎
、

一

八
八

一

（
明
治
十
四

）
年
五
月
五
日
付
で

任
命
さ
れ
た
高
座
郡
長
今
福
元
頴
で

あ
る
（
前
掲
『
神
奈
川
県
史
料
』
付
録
部
、

郡
区
吏
履
歴
全
）。

中
丸
は
、

前
節

で

み
た
よ
う
に
、

第
一

回
県
会
で

民
費
削
減
の

意
図
か
ら
県
の

原
案
を
削
減
さ
せ
る
口

火
を
切
り
、

途
中
か
ら
は
副
議
長
と
し
て

も
活
躍
し
た
人
で

あ
る
。

中
山
郡
長
を
五
等
属
に

も
ど
し
て
の

起
用
で

あ
っ

た
。

ま
た
今
福
は
、

第
二
、

三
回
県
会
で

議
長
を
勤
め
た
人
で

あ
る
。

こ

の

三
人
の

県
会

議
員
に

な
る
前
の

経
歴
は
、

中
丸
が
愛
甲
郡
書
記
、

吉
野
が
津
久
井
郡
書
記
（
い

ず
れ
も
一

八
七
八
年
十
一

月
）、

今
福
が
県
八
等
属
（
一

八
七
七
年
一

月
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〜
九
月
）
で
、

い

ず
れ
も
県
官
の

経
歴
を
も
つ

こ

と
か
ら
全
く
異
例
な
人
事
と
は
い

え
な
い

が
、

県
議
と

し
て

民
衆
の

信
頼
が
厚
か
っ

た
人
び
と
だ

け
に
、

そ
れ
を
住
民
支
配
に

利
用
し
よ
う
と
考
え
た
の

で

あ
ろ
う
か
。

な
お
、

津
久
井
郡
長
三
樹
十
右
衛
門
は
、

吉
野
十
郎
と
そ
の

職
を
替
わ
っ

た

直
後
の

補
選
で

県
会
議
員
と
な
り
、

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
九
月
に

鎌
倉
郡
長
を
辞
職
し
た
山
本
庄
太
郎
も
一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
一

月
の

半
数
改
選
で

県
会
議
員
に

な
っ

て
い

る
。

ま
た
や
や
後
の
こ

と
に

な
る
が
、

大
住
・

淘
綾
両
郡
長
山
口
左
七
郎
と
南
多
摩
郡
長
中
溝
昌
弘
も
、

そ
れ

ぞ
れ
一

八
八
二
年
十
一

月
、

一

八
八
五
年
十
一

月
に

県
会
議
員
に

な
っ

た
。

こ

う
し
て
み
て
く
る
と
、

郡
区
長
・

郡
区
役
所
が
人
民
支
配
の

機
関
で

あ
っ

た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

神
奈
川
県
の

初
期
の

郡
区
長
は
か
な
り
住
民

側
に

密
着
し
た
も
の

で

あ
っ

た
と
い

え
る
。

明
治
政
府
の

支
配
力
の

弱
さ
を
そ
れ
は
意
味
す
る
こ

と
に

な
ろ
う
。

そ
し
て

郡
区
長
が
民
権
運
動
の
一

翼
を
担
う
面
す
ら
あ
っ

た
の

で

あ
る
。

一

八
八
〇
（
明
治
十
三

）
年
の

相
州
の

国
会
開
設
運
動
は
、

福
沢
諭
吉
＝
交
詢
社
系
の

影
響
下
で

展
開
さ
れ

た
が
、

こ

の

背
後
で
は
、

各
郡
長
が

国
会
開
設
請
願
書
に

署
名
す
る
よ
う
民
衆
を
勧
誘
し
て
い

る
（
一

八
八
〇
年
六
月
七
日
、

県
会
議
員
で

請
願
書
提
出

者
の
一

人
で

あ
る
今
福
元
頴
の

県
令
へ

の

答
弁〈
野
崎
昭
雄「
初
代
大
住
淘
綾
両
郡
長
山
口

左
七
郎
に
つ

い

て

」、『
神
奈
川
県
史
研
究

』38

、

四
〜
八
ペ

ー
ジ
、

一

九
七
九

年
三
月
〉）。

そ
の
一

人
で

も
あ
る
山
口

左
七
郎
は
、

第
二
章
で

詳
し
く
述
べ

る
よ
う
に
、

郡
長
在
職

中
の
一

八
八
一

（
明
治
十
四
）
年
八
月
、

元
神
奈
川
県
令
中
島
信
行
の

協
力
の

下
に
、

「
湘

南
社
」
と
い

う
演
説
討
論
方
式
に
よ
る
政
治
学
習
結
社
を
創
立
し
た
。

そ
し
て

同
年
十
月

中
央
政
府
内
で

政
変
が
あ
り
、

国
会
開
設
の

勅
諭
が
発
布
さ
れ
た
と
き
、

山
口
は
郡
長
の

職
を
辞
し
て
野
に

下
り
、

民
権
運
動
に

邁
進
す
る
。

勅
諭
発
布
後
、

県
令
野
村
靖
は
県
下

の

郡
区
長
を
招
集
し
、

こ

の

勅
旨
に

甘
ん
じ
な
い

「
過
激
急
進
の

徒
」
に
は
不
穏
の

説
を

湘南社　 山口多恵子氏蔵

©神奈川県立公文書館



述
べ

て

王
室
に

抗
す
る
勢
い

が
あ
る
が
、

郡
区
長
ら
は
彼
ら
を
誤
ま
ら
せ
な
い

よ
う
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

諸
君
に
は
諸
君
の

主
義
も
あ
ろ
う

け
ど
、

職
を
奉
ず
る
以
上
は
王
室
の

鞏
固
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
訓
示
し
た
（『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞
』
明
治
十
四
年
十
一

月
二
十
九
日
付
雑
報
）。

こ

の

後
、

山
口
ほ
か
二
、

三
の

郡
長
と
の

間
で

勅
諭
に

示
さ
れ
た
国
会
開
設
の

時
期
、

欽
定
憲
法
の

性
格
に

関
す
る
問
答
が
あ
っ

た
が
、

山
口

は
政

府
の

方
針
に

従
っ

て

職
を
勤
め
る
こ

と
が
で

き
な
い

と
し
て
、

同
調
す
る
他
の

二
、

三
の

郡
長
と
共
に

辞
表
を
提
出
し
た
の

で

あ
る
（
同
前
）。
こ

の

同
調
郡
長
の

氏
名
は
つ

ま
び
ら
か
で

な
い

が
、

そ
の

う
ち
の
一

人
が
高
座
郡
長
今
福
元
頴
で

あ
っ

た
こ

と
は
、

後
に

述
べ

る
県
会
の

郡
区
長
公
選
に

関
す
る
建
議
に
よ
っ

て

知
ら
れ
る
。

し
か
し
、

十
一

月
八
日
付
を
も
っ

て

転
任
し
て

き
た
新
県
令
沖
守
固
は
、

同
日
二
十
二
日
、

山
口
の

辞
表
の

み

を
受
理
、

他
は
慰
留
し
た
（
同
前
）。
こ

の

後
、

山
口

は
湘
南
社
の

社
長
と
な
り
、

翌
一

八
八
二
年
十
月
に
は
自
由
党
に

加
わ
り
、

十
一

月
に

は
県
会

議
員
に

選
出
さ
れ
て
い

く
（
野
崎
前
掲
論
文
）。

こ

の

よ
う
に

み
て
く
る
と
、

人
民
支
配
の

前
線
機
関
と
し
て

制
度
化
さ
れ
た
郡
区
が
、

神
奈
川
県
に
お
い

て

実
際
の

機
能
を
果
た
す
よ
う
に

な
る

の

は
、

一

八
八
一

（
明
治
十
四

）
年
の

政
変
を
契
機
に
、

郡
区
長
に
あ
っ

た
開
明
的
性
格
を
払
拭
さ
せ
は
じ
め
た
以
後
の

こ

と
と
い

え
よ
う
。

し
か

し
、

こ

れ
と
て

曲
折
に

満
ち
て
お
り
、

政
府
の

意
図
は
容
易
に

貫
徹
し
な
い
。

山
口
の

辞
職
に
対
し
て

大
住
・

淘
綾
両
郡
の

各
町
村
戸
長
は
連
署
し

て
、

山
口
が
郡
長
の

職
に

留
ま
る
よ
う
「
勧
誘
」
し
て
い

た
だ
き
た
い

と
の

「
御
願
書
」
を
県
に

寄
せ
た
（『
東
京
横
浜
毎
日
新
聞

』同
前
）。
願
書
は
、

そ
の

な
か
で

山
口
に
つ

い

て
、

「
戸
長
及
人
民
ヲ

待
遇
ス

ル

平
易
ニ

シ

テ
且
懇
切
能
民
情
ヲ

料
渉
シ

諭
ス

ニ

善
行
ヲ

以
テ

ス

故
ニ

両
郡
ノ

人
民
大
ニ

属
望
モ

有
之
」
と
、

人
望
の

厚
い

さ
ま
を
述
べ

て
い

る
。

こ

れ
こ

そ
が
住
民
側
の

郡
長
像
で

あ
っ

た
。

こ

の

よ
う
な
郡
長
像
が
政
府
に
よ
っ

て

否
定
さ
れ
る
と
き
、

す
な
わ
ち
山
口

ら
の

辞
職
問
題
を
契
機
と
し
て
、

郡
区
長
公
選
論
が
神
奈
川
県
に
お

い

て

強
く
唱
え
ら
れ
る
の
で

あ
っ

た
。

©神奈川県立公文書館



二
　

戸
長
と
町
村
会

戸
長
と
戸
長

役
場
の
設
置

各
町
村
に

は
、

前
述
の

よ
う
に
、

行
政
機
関
と
し
て
戸
長
が
置
か
れ
た
。

そ
の

執
務
の

場
が
戸
長
役
場
で

あ
る
。

そ
こ

に

は
書
記

に

当
た
る
筆
生
が
置
か
れ
、

戸
長
を
補
助
し
た
。

戸
長
は
各
町
村
に
一

名
を
置
く
こ

と
を
原
則
と
し
つ

つ

も
、

小
村
の

場
合
は
数
か
村
が
組
合
連
合
し
て
一

名
の

戸
長
を
置
い

て

も
よ
い

と
さ
れ
、

ま
た
、

戸
長
一

名
に

対
し
て
一

つ

の

戸
長
役
場
を
設
け
る
こ

と
を
原
則
と
し
つ

つ

も
、

数
戸
長
に
一

つ

の

戸
長
役
場
を
設
け
る
こ

と
も
で

き
た
。

い

ず
れ
も
旧
来
の

町
村
を
基
本
単
位
と
し
て

認
め
な
が
ら
、

そ
れ
が
行
政
上
不
便
な
場
合
に
の

み
認
め
ら
れ
る
組
合
連
合
の

措
置
で

あ
っ

た
。

し
か
し
、

神
奈
川
県
の

場
合
、

で

き
る
だ
け
組
合
戸
長
を
置
く
よ
う
に

さ
せ
て
い

る
。

す
な
わ
ち
、

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
十
一

月
二

十
六
日

の

県
達
甲
第
百
五
十
五
号
は
、

町
村
戸
長
配
置
方
に

付
き
至
急
決
定
し
、

各
郡
区
ご
と
に

取
り
ま
と
め
て

十
二

月
十
日
ま
で

に

上
申
す
る
よ
う
指
示

し
た
後
、

「
尤
給
料
支
払
方
ニ

就
テ
ハ

精
々

費
額
ノ

減
省
ヲ

要
シ

候
儀
ニ

付
成
ル

可
ク

最
寄
町
村
組
合
戸
長
設
置
候
様
可
致
」
と
付
け
加
え
、

か
つ

戸
長
以
下
給
料
を
、

十
戸
に
付
き
月
給
五
十
銭
、

二

百
戸
以
上
は
十
戸
に

付
き
二

十
五
銭
増
加
す
る
と
い

う
「
戸
長
以
下
給
料
支
給
法
」
が
添
え
ら

れ
て
い

る
。

こ

れ
は
、

戸
長
配
置
方
に
つ

い

て
、

前
述
の
一

般
規
程
に

よ
り
各
町
村
の

自
主
性
に

任
す
と
し
つ

つ

も
、

で

き
る
だ
け
組
合
戸
長
化
せ

よ
と
い

う
こ

と
で
、

そ
の

狙
い

は
地
方
税
支
出
を
減
少
す
る
こ

と
に

あ
っ

た
。

こ

の

戸
長
以
下
給
料
は
、

や
が
て

県
会
決
議
に

よ
り
増
減
さ
れ
る
た

め
、

暫
定
的
な
も
の

で

あ
る
こ

と
は
い

う
ま
で

も
な
い
。

こ

の

よ
う
な
県
の

方
針
が
、

実
際
に
ど
の

よ
う
に
お
こ

な
わ
れ
た
か
、

二
、

三
の

例
を
み

て

み
よ
う
、

横
浜
区
八
十
一

か

町
で

は
、

町
総
代
人
の

協
議
に
よ
り
旧
来
の

組
ご
と
に

連
合
し
て

九
人
の

戸
長
を
置
く
こ

と
に

な
り
、

八
王
子
駅
で

は
、

駅
内
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各
町
ご
と
に
一

名
置
く
か
、

そ
れ
と
も
連
合
し
て
一

名
置
く
か
で

紛
議
と
な
っ

た
が
、

結
局
町

総
代
人
の

協
議
に
よ
り
、

従
来
の

通
り
連
合
し
て
一

名
の

戸
長
を
置
く
こ
と
に

な
っ

た（『
横
浜

毎
日
新
聞
』
明
治
十
一

年
十
二
月
十
一

、

二

十
五
日
付
雑
報
）。

愛
甲
郡
で

は
、

郡
長
中
山
信
明
が

一

八
七
九
年
三
月
十
四
日
付
で

県
令
に
提
出
し
た
上
申
書
（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
七
一

）
に

よ
る
と
、

大
村
は
一

名
の

戸
長
を
置
き
、

二
十
〜
三
十
戸
の

小
村
に
は
連
合
し
て
一

名
置
く

よ
う
に

指
示
し
た
と
こ

ろ
そ
の

連
合
を
指
示
さ
れ
た
村
方
は
不
服
を
唱
え
て
小
村
に

も
一

戸

長
を
置
く
よ
う
に

要
求
し
た
と
あ
る
。

以
上
の

例
か
ら
、

戸
長
配
置
方
に
つ

い

て
は
か
な
り

の

紛
議
が
あ
り
、

住
民
側
は
一

町
村
一

戸
長
方
式
を
要
求
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か

し
、

地
方
税
支
出
を
減
少
す
る
と
い

う
県
達
も
か
な
り
の

説
得
力
を
も
ち
小
村
の

多
く
は
組

合
戸
長
を
受
け
い

れ
て
い

た
の

で

は
あ
る
ま
い

か
。

一

方
、

小
田
原
駅
五
か

町
で

は
、

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
一

月
十
五
日
、

各
町
ご
と
に

一

名
の

戸
長
を
置
き
、

戸
長
役
場
は
五
か
町
連
合
で
一

つ

を
幸
町
に

置
い

た（
片
岡
永
左
衛
門
編

著
『
明
治
小
田
原
町
誌
』、
一

九
三
一

年
中
、

八
ペ

ー
ジ
、

小
田
原
市
立
図
書
館
編
刊
、

一

九
七
五
年
十
二

月
）。
こ
の

よ
う
な
、

戸
長
は
各
町
村
に
、

し
か
し
戸
長
役
場
は
連
合
で
、

と
い

う
方
式
も
少
な

く
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
、

設
置
方
式
は
か
な
り
多
様
で

あ
っ

た
。

そ
し
て
一

町
村
一

戸
長
役
場
が
貫
徹
し
た
の

は
、

比
較
的
大
き
な
村
に

限
ら
れ

た
現
象
と
い

っ

て
よ
い
。

な
お
、

関
口

隆
吉
の

「
明
治
十
六
年
甲
部
巡
察
使
復
命
書
第
八
号
神
奈
川
県
ノ

部
」（
資
料
編
11

近
代
・

現
代
⑴
一

〇
三
）
は
、

戸
長
役
場
の

数
は
九
百
四
十
で
、

町
村
数
千
三
百
七
十
六
に

比
し
て
お
よ
そ
一

町
村
半
に
一

役
場
が
置
か
れ
て
い

る
と
報
告
し
て
い

る
。

戸長等給料支払方法および組合戸長設置の布達　 県史編集室蔵
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戸
長
役
場
は
、

旧
小
区
の

扱
所
な
ど
を
使
用
す
る
場
合
も
あ
っ

た
が
、

多
く
は
戸
長
宅
に

開
設
さ
れ
、

独
自
な
も
の

を
新
設
す
る
こ

と
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ

た
。

た
だ
小
田
原
の

よ
う
な
大
き
な
町
場
で

は
、

そ
の

た
め
の

独
自
な
家
屋
を
も
つ

こ

と
が
あ
っ

た
（
前
掲『
明
治
小
田
原
町
誌

』中
、

十
五
、

十
六
ペ

ー
ジ
）。

戸
長
の

性
格

と
公
選
制

戸
長
は
、

「
行
政
事
務
ニ

従
事
ス

ル

ト

其
町
村
ノ

理
事
者
タ
ル

ト
二

様
ノ

性
質
ノ

者
」
と
さ
れ
た
（
一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
七
月

十
二
日
太
政
官
達
「
郡
区
町
村
編
制
法
府
県
会
規
則
地
方
税
規
則
施
行
順
序
」）。
「
行
政
事
務
ニ

従
事
ス

ル

」
と
は
、

県
令
や
郡
長
を
通

じ
て

指
令
さ
れ
る
政
府
の

施
策
を
町
村
に

実
施
す
る
こ

と
で

あ
る
。

「
府
県
官
職
制
」（
前
出

）
に

掲
げ
ら
れ
た
「
戸
長
職
務
ノ

概
目

」（
十
三
項
目

）
に

よ
っ

て

そ
の

内
容
を
み
る
と
「
布
告
布
達
ヲ

町
村
内
ニ

示
ス

事
」
・

「
地
租
及
諸
税
ヲ

取
纒
メ

上
納
ス

ル

事
」・
「
戸
籍
ノ

事
」・
「
徴
兵
下
調
ノ

事
」・
「
町
村
ノ

幼
童
就
学
勧
誘
ノ

事
」
・

「
官
費
府
県
費
ニ

係
ル

河
港
道
路
堤
防
橋
梁
其
他
修
繕
保
存
ス

ヘ

キ
物
ニ

就
キ
利
害
ヲ

具
状
ス

ル

事
」
な
ど
、

政
府
の

支
配
に
と
っ

て

必
要
な
事
務
を
遂
行
す
る
こ

と
が
職
務
の

第
一

に

あ
っ

た
。

戸
長
は
ま
ず
政
府
・

府

県
の

官
吏
に

準
ず
る
者
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
、

戸
長
以
下
給
料
及
び
戸
長
職
務
取
扱
諸
費
は
地
方

税
よ
り
支
弁
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

第
一

回
神
奈
川
県
会
で
こ

の

点
が
問
題
に

な
っ

た
こ

と
は
前
節
で

み
た
。

一

方
、

「
其
町
村
ノ

理
事
者
タ
ル

」
と
は
、

各
町
村
内
の

公
共
事
業
に
つ

い

て

統
括
す
る
こ

と
を

意
味
し
て
い

る
。

「
戸
長
職
務
ノ

概
目
」
の

但
し
書
に
は
、

「
其
他
町
村
限
リ
道
路
橋
梁
悪
用
水
ノ

修

繕
掃
除
等
凡
ソ

協
議
費
ヲ

以
テ

支
弁
ス

ル

事
件
ヲ

幹
理
ス

ル

ハ

此
ニ

掲
ク
ル

所
ノ

限
ニ

ア
ラ
ス

」
と

あ
る
が
、

具
体
的
に
は
こ

こ

に

例
示
さ
れ
た
よ
う
な
内
容
を
指
す
と
い

っ

て

よ
い
。

明治小田原町誌　 小田原市立図書館蔵
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こ

う
し
た
戸
長
の

性
格
の

二

面
性
は
戸
長
の

給
料
が
地
方
税
支
弁
で

あ
っ

た
に

も
か
か
わ

ら
ず
、

公
選
制
を
と
っ

た
こ

と
に
も
示
さ
れ
よ
う
。

一

八
七
八
（
明
治
十
一

）
年
十
一

月
十
八

日
、

県
達
甲
第
百
四
十
八
号
で
、

「
戸
長
選
挙
規
則
」
が
定
め
ら
れ
た
。

第
一

条
は
、

「
戸
長
ハ

公
選
ヲ

以
テ
挙
ケ
県
令
ノ

裁
可
ス

ル

処
ト
ス

」
あ
る
。

公
選
制
の

明
示
で

あ
り
な
が
ら
、

「
県

令
ノ

裁
可
」
を
要
す
と
し
た
と
こ

ろ
に
不
徹
底
さ
が
残
り
、

第
八
条
で

は
、

最
多
数
を
当
選

者
に
す
る
と
し
な
が
ら
、

「
然
リ
ト
雖
モ

時
宜
ニ

依
り
更
ニ

再
撰
セ

シ

ム

」
と
、

官
選
が
あ
り

う
る
こ

と
も
公
言
さ
れ
る
不
十
分
な
も
の

で

あ
っ

た
。

だ
が
公
選
制
に

移
行
し
た
こ

と
は
、

小
区
制
下
の

正
副
戸
長
が
官
選
で

あ
っ

た
こ

と
に

比
べ

れ
ば
前
進
で

あ
っ

た
。

戸
長
に

選
ば
れ
る
た
め
の

資
格
要
件
は
、

満
二

十
歳
以
上
の

男
子
で

そ
の

町
村
内
に

本
籍

を
定
め
る
者
と
い

う
こ

と
で

あ
っ

た
。

一

方
、

選
挙
権
資
格
は
右
の

要
件
に
さ
ら
に

戸
主
で

あ
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
た
。

な
お
、

投
票
法
は
選
挙
人
が
自
ら
の

住
所
と
氏
名
を
記
入
し

加
印
す
る
記
名
制
で

あ
っ

た
。

戸
長
の

公
選
制
は
そ
も
そ
も
郡
区
町
村
編
制
法
の

主
眼
の
一

つ

が
町
村
自
治
の

認
容
で

あ

っ

た
こ

と
に

由
来
す
る
。

大
区
小
区
制
と
い

う
人
民
支
配
の

意
図
を
あ
ら
わ
に

し
た
制
度
と

機
械
的
行
政
区
画
は
、

政
府
と
人
民
の

関
係
を
あ
ま
り
に

も
ぎ
く
し
ゃ

く
し
た
も
の

に
し
た
。

そ
れ
で

は
人
民
の

国
家
政
策
へ

の

自
発
的
協
力
が
得

が
た
い
。

そ
こ

で

行
政
区
画
を
旧
に

も
ど
し
、

人
民
の

自
治
を
認
め
よ
う
と
し
た
の

で

あ
る
。

だ
が
、

自
治
と
い

っ

て

も
、

あ
く
ま
で

も
国
家
政
策

へ

の

協
力
を
得
る
こ

と
が
目
的
だ
か
ら
、

内
容
も
形
態
も
真
の

自
治
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い

る
。

だ
か
ら
自
治
を
認
容
し
公
選
制
を
布
き
な
が
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ら
も
、

戸
長
を
官
吏
に

準
ず
る
者
と
し
て

取
り
扱
い
、

多
く
の

国
政
委
任
事
務
を
担
わ
せ
、

か
つ

郡
長
を
し
て

町
村
を
監
督
せ
し
め
、

県
令
に

公
選

戸
長
の

取
り
消
し
権
を
与
え
た
の

で

あ
る
。

戸
長
の

性
格
に
つ

い

て

み
た
こ

と
は
町
村
会
等
に
つ

い

て

も
い

え
る
こ

と
で

あ
っ

た
。

県
独
自
の
町

村
会
規
則

大
区
小
区
制
下
に
お
い

て

も
、

小
区
会
や
町
村
総
代
人
（
兼
小
区
会
議
員
）
の

制
度
が
設
け
ら
れ
て
い

た
。

郡
区
町
村
編
制
法
は
こ

の

点
に
つ

い

て

ま
っ

た
く
ふ
れ
て
い

な
い
。

し
か
し
、

三
新
法
の

「
施
行
規
則
」（
前
出

）
で

は
、

区
町
村
は
そ
の

地
方
の

便
宜
に

従
い

「
町
村
会
議
又
ハ

区
会
議
」
を
開
く
べ

き
こ

と
、

そ
の

章
程
規
則
は
内
務
卿
の

認
可
を
受
け
る
べ

き
こ

と
と
指
示
し
て
い

る
。

神
奈
川
県
令
は

こ

れ
に

基
づ
き
準
備
を
進
め
た
。

ま
ず
、

一

八
七
九
（
明
治
十
二

）
年
一

月
十
六
日
、

町
村
総
代
人
は
こ

の

年
二
月
に
半
数
改
選
と
な
る
が
、

「
詮
議

ノ

次
第
有
之
」
と
し
て
、

六
月
ま
で

改
選
を
延
期
す
る
よ
う
布
達
し
（
甲
第
十
号
）、
つ

い

で

同
年
六
月
十
三
日
、

県
達
甲
第
百
壱
号
を
も
っ

て

「
町

村
会
規
則
」
を
定
め
公
布
し
た
。

全
国
統
一

的
な
法
令
は
翌
一

八
八
〇
年
四
月
八
日
の

区
町
村
会
法
が
最
初
で

あ
る
た
め
、

こ

れ
は
神
奈
川
県
独
自

の

も
の
で

あ
っ

た
。

な
お
、

町
村
会
規
則
制
定
後
の

六
月
二
十
五
日
、

県
達
甲
第
百
七
号
で

従
来
の

町
村
総
代
人
は
廃
止
と
な
っ

て
い

る
。

町
村
会
規
則
に

定
め
ら
れ
た
町
村
会
の

議
決
す
べ

き
事
項
は
、

町
村
限
り
の

経
費
を
も
っ

て

支
弁
す
べ

き
事
業
の

興
廃
・

伸
縮
、

そ
の

経
費
の

予

算
と

賦
課
法
、

町
村
共
有
財
産
の

処
分
お
よ
び
維
持
方
法
、

そ
の

町
村
に
割
り
当
て

ら
れ
た
地
方
税
戸
数
割
の

賦
課
法
、

議
事
細
則
を
そ
れ
ぞ
れ
定

め
る
こ

と
、

の

六
項
目
で

あ
る
（
第
一

条
）。
議
案
提
出
権
は
た
だ
戸
長
の

み
に

あ
り
、

議
員
に
は
な
い
。

も
し
議
員
が
提
出
し
た
い

と
き
は
、

ま
ず

戸
長
に

意
見
書
を
出
し
、

戸
長
が
妥
当
と
判
断
し
た
場
合
に
、

そ
れ
が
戸
長
か

ら
提
出
さ
れ
る
と
い

う
し
く
み
で

あ
っ

た
（
第
六
、

七
条
）。
こ

の

ほ

か
、

県
令
・

郡
区
長
よ
り
そ
の

町
村
に
施
行
す
べ

き
事
件
に

付
き
諮
問
を
受
け
た
場
合
、

審
議
し
答
申
す
る
義
務
が
あ
り
（
第
十
一

条
）、
一

方
、

町

村
内
の

利
害
に

付
き
県
令
に
建
議
す
る
権
利
が
あ
っ

た
（
第
十
条
）。
町
村
会
は
通
常
会
と
臨
時
会
に

分
け
ら
れ
、

通
常
会
は
毎
年
五
月
と
十
一

月
に

十
日
間
以
内
の

会
期
で

開
か
れ
る
べ

き
も
の

と
さ
れ
た
（
第
二
、

三
十
四
条
）。
な
お
正
副
議
長
は
議
員
か
ら
選
出
さ
れ
た
。

町
村
会
の

議
員
数
は
、

町
村
内
戸
数
の

多
少
に
よ
り
定
員
が
定
め
ら
れ
、

百
戸
未
満
は
十
人
以
下
、

百
戸
以
上
二
百
戸
未
満
は
十
五
人
で
、

そ
れ
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以
上
は
二
百
戸
刻
み
で

五
人
ず
つ

増
加
し
、

上
限
は

千
戸
以
上
四
十
人
で

あ
っ

た
（
第
十

三
条
）。

被
選
挙
権
資
格
要
件
は
、

満
二
十
歳
以
上
の

男
子
で
、

そ
の

町
村
内
に
本
籍
と
住

居
を
定
め
、

か
つ

そ
の

町
村
内
で

土
地
を
有
す
る
者
で

あ
っ

た
。

選
挙
権
も
こ

れ
と
同
じ

で

あ
る
。

た
だ
し
、

双
方
と
も
に

若
干
の

除
外
規
程
が
あ
る
が
、

そ
の

う
ち
官
吏
・

教
導

職
・

県
会
議
員
は
前
者
の

み
の

除
外
規
程
で
、

と
く
に

県
会
議
員
は
戸
長
を
兼
任
す
る
こ

と
は
で

き
た
が
、

町
村
会
議
員
を
兼
任
す
る
こ

と
は
で

き
な
か
っ

た
（
第
十
四
、

十
五

条
）。

ま
た
土
地
を
有
す
る
者
と
い

う
要
件
は
、

先
行
の

町
村
総
代
人
の

被
選
・

選
挙
資
格
に

も

あ
っ

た
と
は
い

え
、

こ

れ
で
、

小
作
農
民
や
店
借
の

商
工
人
は
依
然
と
し
て

選
挙
権
を
も

た
な
い

こ

と
に
な
っ

た
。

ま
た
投
票
方
法
は
戸
長
選
挙
の

場
合
と
同
一

で

あ
る
。

議
員
の

任
期
は
四
年
で

二

年
ご
と
に

半
数
を
改
選
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
（
第
二
十
四
条
）。

そ
し
て

議
長
を
含
め
て

議
員
の

俸
給
は
な
か
っ

た
（
第
十
二
条
）の
で
、

余
裕
の

あ
る
人
び
と
の

み

議
員
と
な
る
こ

と
が
想
定
さ
れ
た
の

で

あ
る
。

町
村
会
に
お
け
る
議
員
の

権
限
の

弱
さ
は
、

前
述
の

議
案
提
出
権
の

欠
如
と
共
に
、

戸

長
や
県
令
が
町
村
会
の

活
動
を
停
止
す
る
権
限
を
も
っ

て
い

た
こ

と
に

も
示
さ
れ
る
。

す

な
わ
ち
、

発
言
お
よ
び
議
事
内
容
が
「
法
律
又
ハ

規
則
ヲ

犯
シ

或
ハ

権
限
ヲ

超
ユ

ル

」
と
認
め
た
場
合
、

戸
長
は
会
議
を
中
止
し
、

郡
長
を
介
し
て

県
令
の

指
揮
を
仰
ぐ
こ

と
が
で

き
、

こ

れ
に

対
し
て

県
令
は
閉
会
や
議
員
の

解
散
を
命
ず
る
こ

と
が
で

き
た
。

解
散
の

場
合
は
全
議
員
の

改
選
と
な

る
（
第
三
十
六
〜
三
十
八
条
）。
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